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成分：ベンゼン、トルエン、キシレン、ノルマルヘキサン
有機溶剤中毒予防規則　第２種有機溶剤

・引火性の高い液体及び蒸気
・皮膚刺激
・眼刺激
・発がんのおそれの疑い

・眠気やめまいのおそれ

・長期又は反復暴露による神経の障害
・長期又は反復暴露による血管の障害のおそれ
・飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ
・水生生物に有害



化学物質リスクアセスメントの実施が
義務化されました。（平成 28 年 6 ⽉ 1 ⽇施⾏）

※ ・ＳＤＳの交付が義務付けらている６６３の化学物質を製造する事業場もリスクアセスメント実施の義務を負います。
・ＳＤＳの「15 適⽤法令」の項に、「名称等を通知すべき危険物及び有害物」または「通知対象物」などの記載があるものは、化学物質リス

クアセスメント実施が義務付けられた物質です。その他の物質については、努⼒義務の対象となります。

人

危険状態 危険事象 回避失敗 危 害

危険源

なな
の

推進・進・定着定着推進・定着
安全衛生管理安全衛生管理安全衛生管理

このリーフレットに関するお問い合わせは、愛知労働局健康課または最寄りの労働基準監督署へお願いします。

● 安全データシート（ＳＤＳ）の交付が義務付けらている６６３物質を取り扱う
事業場は、全て化学物質リスクアセスメントの実施義務を負います。

■ 業種・規模を問わず、全ての事業場に実施義務があります。※

■ 化学物質の危険性・有害性を把握しましょう。
● 化学物質の危険性・有害性は⾒た⽬だけでは分かりません。まず、容器のラベ

ル表⽰とＳＤＳにより危険性・有害性を把握しましょう。
● 購⼊前にＳＤＳを取り寄せ、危険性・有害性を確認するようにしましょう。

また、衛⽣担当者がもれなく事前確認を⾏えるよう購⼊⽅法の統⼀等を⾏い
ましょう。

■ 化学物質に関する作業内容を把握しましょう。
● 主要作業や定常作業だけでなく、付随作業や低頻度作業の内容も把握しま

しょう。特にタッチアップ、払拭、内製等の作業で化学物質を取扱っている場
合に、把握や管理がもれている例がよく⾒られますので、留意しましょう。

● ＳＤＳによって危険性・有害性を把握し、化学物質に関する作業内容を把握し
た上で、化学物質リスクアセスメントを⾏いましょう。

● 詳しいすすめ⽅については、「化学物質等による危険性⼜は有害性等の調査等
に関する指針」（平成 27 年 9 ⽉ 18 ⽇公⽰第３号）を参照してください。

■ 化学物質リスクアセスメントを実施しましょう。

● 化学物質リスクアセスメントの結果を踏まえ、労働安全衛⽣法、労働安全衛⽣
規則、有機則、特化則等の規定がある場合には、必ずその措置を講じましょう。

● 法令に規定がない場合には、事業者の判断により必要な措置を講じましょう。
この際、化学物質リスクアセスメント結果に基づき、適切な判断を⾏うことが必
要です。

■ 危なさに応じて対応しましょう。

● 化学物質を原材料として新規に採⽤する際や、作業⽅法の変更を⾏う際には、
事前に化学物質リスクアセスメントを実施しましょう。
採⽤等を決定した後で検討を⾏っている例がよく⾒られますが、事後の検討で
は根本的な対策が難しくなります。必ず事前に⾏うようにしましょう。

■ リスクアセスメントは事前に⾏いましょう。


